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はじめに

日本の地方自治体においては、閉鎖型任用制と呼ばれる人事システムが採用されてきた。

その特徴は、新卒一括採用と定年までの長期雇用である。

「はじめに職（ポスト）ありき」の考えにもとづき、ポストが空いた時にそれに適した人

材を採用する開放型任用制を採用する英米の自治体では、職員の専門性は採用時に確保さ

れる。これに対し、「はじめに人ありき」の考えにもとづき、新卒採用した真っ白な若者を

内部で育成して様々なポストで活用する閉鎖型任用制を採用する日本の自治体では、どの

ようにして職員に専門性を持たせるかが人事行政上の大きな課題とされてきた。

公益財団法人日本都市センターでは、２００９年度から都市自治体における「行政の専門性」
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公益財団法人日本都市センターでは、２００９年度から都市自治体における「行政の専門
性」に着目した調査研究を進め、２０１６年３月までに計８冊の報告書が刊行された。本稿
は、これらの報告書を改めて概観し、統一的な視点からその概要を再整理しようとする
ものである。
住民ニーズの多様化・複雑化や地方分権の進展等に伴い、都市自治体には、地域の実
情に合わせた総合的な対応が求められるようになった。それに伴い、各業務分野におけ
る「個別分野の専門性」に加え、行政のプロとして総合行政を円滑に進めるための「組
織管理としての専門性」が必要とされるようになった。
都市自治体がこのような専門性を確保するには、大きく分けて２つのやり方がある。
自治体内部に確保する方法と、外部の資源を必要に応じて活用する方法である。前者に
は既存職員の育成や外部人材の採用など、後者には外部専門家の活用やアウトソーシン
グなどの手法が用いられる。
児童相談行政などの多様な主体による総合的・一体的な取組みが求められる業務にお
いては、個々の職員が専門性を確保するだけでなく、専門人材同士が連携・協力し、組
織として専門性を確保することも求められる。つまり、人材活用の視点に加え、組織体
制構築の視点も重要になる。
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に着目した調査研究を進めてきた。近年、住民ニーズの多様化・複雑化や地方分権の進展

等に伴い、都市自治体には、従前の定型的な事業の執行にとどまらない、地域の実情に合

わせた総合的な対応が求められるようになった。その一方で、都市自治体の財政的・人員

的な資源は大きく制約されており、業務の特性に応じて、外部人材の活用や行政サービス

の外部化も推進されるようになった。このような状況を踏まえ、都市自治体行政に求めら

れる専門性とは何かを検討したのが、一連の「行政の専門性」に関する調査研究である１。

まず２００９年度から２０１０年度にかけて、「都市自治体行政の専門性に関する研究会」（座

長：稲継裕昭・早稲田大学大学院教授２）を設置し、総論的な調査研究を実施した。この期

間中の２０１０年度には、具体的な行政分野における専門性の実態を掘り下げて考察するため、

「専門性実証検討会」（座長：藤田由紀子・専修大学准教授）を設置し、２０１０年度は児童相

談行政、２０１１年度は徴税行政、の各分野を対象に調査研究を実施した。

これらに続き、２０１２年度は「都市自治体の広報分野における専門性に関する研究会」（座

長：河井孝仁・東海大学教授）を設置して都市広報を、２０１３年度は「都市自治体行政の専

門性（生活保護・生活困窮者対策）に関する研究会」（座長：岡部卓・首都大学東京大学院

教授）を設置して生活保護行政・生活困窮者支援を、２０１４年度は「都市自治体行政の専門

性（医療・介護・保健）に関する研究会」（座長：川渕孝一・東京医科歯科大学大学院教授）

を設置して地域包括ケアシステムを、２０１５年度は「都市自治体行政の専門性（産業人材育

成・起業支援）に関する研究会」（座長：梅村仁・文教大学教授）を設置して産業政策を、

それぞれ取り上げて調査研究を行った。

これらの研究成果は、以下のとおり報告書としてまとめられ、日本都市センターから刊

行されている３。

� 『都市自治体行政の専門性確保に関する調べ』（２０１０年）

� 『都市自治体行政の「専門性」―総合行政の担い手に求められるもの―』（２０１１年）

� 『児童相談行政における業務と専門性』（２０１１年）

� 『徴税行政における人材育成の専門性』（２０１２年）

� 『都市自治体の広報分野における課題と専門性』（２０１３年）

� 『生活困窮者自立支援・生活保護に関する都市自治体の役割と地域社会との連携』（２０１４

年）

� 『地域包括ケアシステムの成功の鍵―医療・介護・保健分野が連携した「見える化」・

ヘルスリテラシーの向上―』（２０１５年）

	 『これからの自治体産業政策―都市が育む人材と仕事―』（２０１６年）

１ 日本都市センター編（２０１０）、同（２０１１a）。
２ 以下、肩書きはすべて当時のもの。
３ ２０１２年以降に刊行された④～⑧については、日本都市センターのホームページから全文を無償でダウンロードする
ことが可能である。
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本稿は、これらの報告書を改めて概観し、統一的な視点からその概要を再整理しようと

するものである。

第１章においては、報告書�、�をもとに、都市自治体行政の専門性とは何かを総論的

に整理する。まず第１節において都市自治体アンケートに基づく専門性確保の現状を概観

したうえで、第２節では「行政の専門性とは何か」、第３節では「行政の専門性はどのよう

に確保されているのか」、を簡潔に提示する。

第２章においては、報告書�～�をもとに、各行政分野における専門性について整理す

る。第１節では「児童相談行政」、第２節では「徴税行政」、第３節では「広報」、第４節で

は「生活困窮者自立支援・生活保護」、第５節では「地域包括ケアシステム」、第６節では

「産業政策」について、それぞれどのような専門性が求められているのか、その背景や確保

の方法等も含めて提示する。

１ 総論編：行政の専門性とは何か

（１）自治体における専門性確保の現状―アンケート調査の結果から―

日本都市センターでは、２００９年１０月から１２月にかけて、同年１０月時点における全市区

８０６団体の人事担当課に対し、「都市自治体行政の専門性確保に関するアンケート調査」を

実施した（回答４１１市区、回答率５０．９％）。

本節では、その結果をまとめた報告書をもとにその結果の概要を振り返るとともに、人

事担当課の「行政の専門性」に関する意識を整理する４。

ア 専門性確保に関する自治体の意識

（ア）専門性を求められる業務

「一般行政系事務において、特に高度な業務習熟を必要とする業務」を順位をつけて３つ

選択５する問いについては、�「法務」、�「情報管理（IT）」、�「財務・会計」、�「税務」、

�「生活保護（ケースワーク）」、�「企画立案・調査研究」、の順に多くの票が集まった。

また、これらの業務について、「人材育成を行ううえで、業務習熟の観点から有効と考え

る取組み」を順位をつけて３つ選択６する問いに対しては、�「OJT」、�「広域研修機関研

修」、�「専門実務研修」、�「自己啓発支援」、�「業務従事研修」の順に多くの票が集まっ

た。ただし、３位と４位の間には大きな差が見られる。

これを業務別に見てみると、「法務」及び「企画立案・調査研究」では「OJT」よりも

「広域研修機関研修」の方が多く回答を集めており、自団体だけでの育成では限界があると

４ 詳細については、日本都市センター編（２０１０）を参照のこと。
５ 選択肢は、法務、企画立案・調査研究、情報管理（IT）、税務、財務・会計、用地管理、生活保護（ケースワーク）、
その他、の８つ。
６ 選択肢は、OJT、自己啓発支援、各市区における専門実務研修、各市区における階層別研修、国・都道府県における
業務従事研修、国や都道府県などの広域研修機関研修、その他、の７つ。
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考えていることが見てとれる。また、「情報管理（IT）」については、「自己啓発支援」が他

の業務に比べてかなり多い。これは、そもそも自団体・他団体を問わず公務部門内部での

育成自体が困難であり、個々の職員の自発的な対応に期待する以外にない、と解すること

もできよう。

（イ）専門性確保に有効な手法

「行政執行の専門性を確保するために有効と考える手法」を７つの業務分野７ごとに５つず

つ順位をつけて選択８する問いに対し、全体では、�「職員研修」、�「外部専門家との連携」、

�「人事異動」、�「自己啓発支援」、�「集約的組織の設置」、の順に多くの票が集まった。

ただし、業務分野ごとの１位選択のみを集計すると、�「職員研修」、�「集約的組織の設

置」、�「職員採用」、�「人事異動」の順に多くの票が集まった。特に１位の「職員研修」

は２位以下に圧倒的大差をつけており、多くの場合において、自治体が専門性の確保を考

える場合のファースト・チョイスは研修による内部育成であることが示された。

これを業務別に見てみると、より細かい傾向が浮き彫りになる。「法務・コンプライアン

ス」、「財務・会計・収入確保」、「企画立案・調査研究」は全体の傾向どおり「職員研修」

が有効とする割合が比較的高い。これに対し、「福祉・保健衛生」と「都市計画・建築規制」

では「職員研修」の占める比率がやや低くなり、「職員採用」の比率が他の業務に比べて高

い。同様に、「IT運用」でも「職員採用」と「業務の外部化」の占める比率が高い。つまり、

専門的な資格・免許を要するような職種や、新たに生じた業務で内部には専門人材が存在

しない業務分野等に関しては、公務部門の外に解決策を求める傾向が見られる。

イ 専門性確保に関する自治体の取組み状況

専門性を確保するには、まずどの業務にどのような専門性が必要なのかを明らかにする

必要がある。しかし、業務の内容や業務に必要とする能力を専門性の観点から分析した資

料を策定しているのは、わずか２．４％（１０団体）に過ぎなかった。

専門性確保のための具体的な手法の一つとして、外部から専門人材を採用することが挙

げられる。「保健師」、「保育士」のような福祉・衛生分野の資格免許系の職種や、「土木」、

「建築」のような技術系の職種については採用が増加傾向にあった。民間での経験を有する

人材を即戦力として採用することも広く行われており、約半数の団体が中途（経験者）採

用を実施していた。また、任期付採用も少なからず実施されていた。

専門性確保のためには、既存の職員の専門性を高めることも必要である。そのような職

７ 法務・コンプライアンス、IT運用、財務・会計・収入確保、企画立案・調査研究、観光・地域振興、福祉・保健衛
生、都市計画・建築規制の７つ。
８ 選択肢は、人事管理手法として、職員採用、人事異動、昇任試験（選考）、勤務評定・人事評価、職員研修、自己啓
発支援、その他、の７つと、組織管理手法として、他の自治体との広域連携、業務の外部化、集約的組織の設置、横断
的組織の設置、外部専門家との連携、その他、の６つの、計１３である。
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員の育成について、８８．６％の団体がその指針となるべき「人材育成基本方針」を策定して

おり、多くの団体が「団体として人材育成を系統的に行うようになった」と考えている。

そのような人材育成は、研修所等でのいわゆる OFF−JTによっても行われるが、時間的

な割合で見ても、その多くは職場での OJTによって行われる。その場合、どの職場にどの

くらいの期間配属するかという人事異動が重要になる。

「業務習熟の観点から特に長期間の配属を要する部署」について尋ねた問いでは、先に述

べた「特に高度な業務習熟を必要とする業務」である「法務」、「税務」、「福祉（生活保護

を含む）」、「情報管理（IT）」などの担当課が挙げられた。また、職員の希望に基づく異動も

多くの団体が実施していた。その多くは「自己申告制度」（８２．５％）であり、「公募型人事

異動」（１５．６％）、「FA（立候補）制人事異動」（２．４％）、「複線型人事管理」（３．２％）につい

ては多くの団体で導入が進んでいるとまではいえない結果であった。

また、職員のキャリア開発支援として「キャリアデザイン研修」を実施する団体も見ら

れるが、「自主研究活動の促進」、「職員の資格取得に対する費用助成」、「職員の大学院等進

学に関する休暇制度・費用助成」のように、職員の自主的な取組みに対する支援も多く行

われていた。しかし、これらの支援策はいずれも職員配置にはあまり活用されていない実

態も明らかとなった。

ウ 専門性確保に向けた課題

アンケートの結果から浮き彫りとなったのは、専門性確保の重要性を認識しつつも、そ

の「専門性」とは何かを漠然としか認識していない自治体の姿である。さらに、その漠然

とした認識も、自治体によって微妙に異なっている可能性がある。

かつて地方公務員法２３条には「職階制」に関する規定があった。職階制が実施されてい

れば、「どの職にどのような職務と責任が割り当てられ、どのような能力が必要とされるか」

が明確になっていたはずであるが、現実にはそれは長らく実施に至らず、２０１４年４月に成

立した改正地方公務員法９により未実施のまま廃止された。

専門性の確保に際しては、まず各業務分野にどのような専門性が求められるのかを明確

にする必要がある。さらには、専門性とは当該分野の専門知識だけを指すのか、それとも、

もう少し拡げてその自治体独特の仕事の進め方や地域固有の事情等をも含むのか、といっ

た点についても明らかにしておく必要があろう。

（２）行政の専門性とは何か

ア 行政の専門性の変容

社会環境や住民の価値観、ライフスタイルの変化等に伴い、住民ニーズの高度化・多様

９ 施行は２０１６年４月１日。
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化・複雑化が進んでいる。それらに対応した行政運営を行うには、従前よりも高度の知識・

能力はもちろん、縦割り的ではない総合的な知識・能力も求められる。

また、地方分権の進展等に伴い、都市自治体は総合行政の主体として、従前の定型的な

事業の執行にとどまらない、地域の実情に合わせた総合的な対応が求められるようになっ

た。権限の移譲によって新たな業務を抱えることになった場合には、新たな業務分野に関

する知識・能力も必要となった。例えば、中核市に移行すると保健所に関する業務が都道

府県から移管されるが、その運営には、医師、薬剤師、保健師、臨床検査技師、管理栄養

士などの専門職が必要となる。また、中核市は２００６年から児童相談所の設置が可能となっ

たが、設置しようとする場合には医師、社会福祉士、児童福祉司、児童心理司などの専門

職が必要となる。

このように、近年の都市自治体職員には、個別分野における高度な知識・能力としての

専門性と、個別分野を横断する形で課題解決を図ることのできるような、いわば「行政の

プロ」としての専門性―例えば、政策形成や組織運営を行うための知識・能力―１０を兼ね備

えることが求められているのである。

イ 行政の専門性とは何か

都市自治体行政の「専門性」をより具体的に示すとどうなるのか。この点について、「都

市自治体行政の専門性に関する研究会」の議論を踏まえ、同研究会の報告書において稲継

裕昭座長が整理している１１。その概要は以下のとおりである。

都市自治体職員の専門性には、「個別分野の専門性」としての「担当行政分野の専門知識・

能力」に加え、「組織管理としての専門性」としての「総合行政を遂行するための広い知識」

や「コーディネート、プロデュース力」なども含まれる。

「個別分野の専門性」には多様なものがあって、専門の程度は一律ではなく、次のように

分類できる（グラデーションづけすることができる）。

� 国家資格を有し、それだけで転職が可能な「専門性」

（例：医師、薬剤師、獣医師、弁護士など）

� 国家資格を有しているが、それだけでは転職が難しい「専門性」

（例：社会教育主事、食品衛生監視員など）

� 国家資格ではないが自治体の外（民間）に出ても通用しうる「専門性」

（例：IT）

� 国家資格ではなく、自治体の外では通用しないが、自治体内で「専門性」と呼べ

１０ 稲継（２００８）、伊藤（２０１１）。
１１ 稲継（２０１１a）。
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るもの（あるいは、他の自治体内で通用するもの）

（例：自治体法務、公会計など）

� 処遇の観点から単に専門職と位置づけているもの

（例：〇〇専門職）

総合行政の主体である自治体においては、これら「個別分野の専門性」だけではなく、

行政のプロとして総合行政を円滑に進めるための「組織管理としての専門性」も求められ

る。都市自治体職員に求められる「組織管理としての専門性」としては、次のような能力

が挙げられる。

� 組織の共通の目的（組織や部門の方針）を理解し、行うべき目的を自分で設定で

きる課題設定能力

� その目的を達成するための職務遂行能力

� 他の人と協力して目的を達成するための対人能力

� 目的達成の際に起こる問題を克服する問題解決能力

これらをまとめる形で、稲継は都市自治体における専門性を「特定の行政分野において

専門知識・能力を有するとともに、地域ニーズ・課題を把握して対応策を企画立案し、都

市自治体全体として効果的・効率的に実施することを可能にする知識・能力」と定義して

いる。つまり、「自分の専門のことを理解するだけではなく、都市自治体のどの部署と連携

して目の前の課題を解決するかといった総合力」も求められているのである。

（３）自治体における専門性確保の手法

このような「個別分野の専門性」や「組織管理としての専門性」は、どのようにして確

保できるのだろうか。「都市自治体行政の専門性に関する研究会」の報告書には様々な先進

事例が紹介されているが、ここではまず筆者なりに専門性確保の手法について整理してみ

たい。

専門性のうち「個別分野の専門性」について考える場合、視角の一つとして、専門性を

「自治体内部に確保するか否か」という点が挙げられる。つまり、専門性を有する人材を職

員として抱えることで専門性を確保するか、外部の専門人材と連携することで専門性を確

保するか、という視点である。前者は職員の採用や育成、後者は外部専門家の活用や業務

のアウトソーシングがその主な手法となろう。

さらに前者に関しては、専門性を「内部で調達するのか、外部から調達するのか」とい

う視点で分けることが可能である。内部調達としては、専門性を持たない既存職員を専門

人材に育成するための諸手法（例：研修、人事異動等）が該当する。また、外部調達とし

ては、専門人材を新たに採用する諸手法（例：経験者採用、任期付採用等）が該当する

（図１）。
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また、もう一つの専門性である「組織管理としての専門性」については、総合行政を円

滑に進めるための能力であることから、自治体内部で必要とされるものであろう。したがっ

て、図１の左側「内部に確保」の部分において確保されるべきものと解することができる。

以下、図１の区分に沿って、各手法について概観していくこととしたい。

ア 専門性を自治体内部に確保するための手法

（ア）専門人材の内部調達

自治体職員は、新卒一括採用・定年までの長期雇用が一般的である。獣医師・薬剤師な

どの資格職や土木・建築などの技術職を除き、大半の自治体職員―特に一般行政系の事務

職―は、「個別分野の専門性」を採用時点では特に有していない。

これら「個別分野の専門性」を持たない職員については、採用後に行われる研修や、人

事異動によるジョブローテーションで様々な仕事を経験させることで、専門性を身につけ

させることになる。

�研修

研修は、階層別研修と目的別研修に大別される。階層別研修は、新任職員研修、係長研

修、管理職研修など、従事業務の分野を問わず職層別に実施される。したがって、「個別分

野の専門性」の習得よりも「組織管理としての専門性」の習得に重きが置かれる。

目的別研修は、特定の目的に必要な知識・能力を習得するための研修である。この中に

は、法務、税務、会計、用地買収、生活保護など業務目的別に実施され、「個別分野の専門

性」の習得を目的とするものもあれば、政策立案研修、対人交渉研修など「組織管理とし

ての専門性」の習得を目的とするものもある１２。

１２ このほか、人事評価や OJT指導など、人事・組織管理上必要な知識・能力に関する研修なども、目的別研修の一つ
である。

図１「個別分野の専門性」の調達手法

出所：筆者作成
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これらの研修は、各自治体が独自に実施することもあるが、都道府県が設置する研修機

関に委託して実施することも多い。なお、近年では、都道府県と市町村が都道府県単位の

研修機関を共同設置するなどの形態をとっているところも見られる。また、全国規模の高

度な研修については、総務省の付属機関である自治大学校、（公財）全国市町村研修財団が

設置する市町村職員中央研修所（通称「市町村アカデミー（JAMP）」）及び全国市町村国際

文化研修所（通称「国際文化アカデミー（JIAM）」）において主に行われる１３。

�人事異動

地方自治体では慣行として人事異動が定期的に行われる。その目的は、「適材適所の配置

を行って、個人の能力の活用と意欲の向上を図り、同時に組織力を高める１４」ことにある。

これまでは、管理職育成・選抜のためのジョブローテーションという意味合いが強く、ゼ

ネラリスト養成型の異動パターンになりがちであったが、近年は職員の専門性を見出し育

成する人事異動へとシフトしつつあるという。

そのような場合、採用後１０年程度は、本人の適性を見極めるため異なる分野への異動が

定期的に行われる。次の１０年では、最初の１０年で見出した適性分野についての専門性を

拡充するため、その分野を意識しつつ異動が行われる。それ以降は、それまでに培った専

門性を発揮してもらうため、過去に経験した分野内でのローテーションが行われる。

近年は、このような異動ローテーションを意識的に制度化するとともに、職員の主体性

を重視し、自らの専門分野を選択させるような事例も見られるようになってきている１５。

（イ）専門人材の外部調達

IT分野や社会環境の変化や新たな住民ニーズへの対応等によって自治体が新たに担うこ

とになった業務については、内部に専門人材が存在しない。当然、内部で人材を育成する

ことも容易ではない。そのような場合には、自治体の外から専門人材を即戦力として採用

することが最も手っ取り早い。主な手法としては、以下の３つが挙げられる。

�経験者採用

特定の知識・能力を有する民間の人材を、いわゆる中途採用するものである。定年まで

の雇用が見込まれるため、観光や情報処理などある程度永続的な業務について行われる。

自治体によっては、採用直後はその専門性を活かせる職場に配属するものの、年月の経過

とともに専門性が陳腐化することなどを考慮し、一定期間の経過後は他の職員と同様の人

事異動ローテーションに乗せることもある。

�任期付採用

自治体内には存在しない専門的な知識・経験等を有する者を一定の期間活用する場合に、

１３ 詳細については、石川（２００７）を参照のこと。
１４ 稲継（２０１１b）、５６－５７頁。
１５ 代表的な例として、神奈川県のキャリア選択型人事制度など。詳しくは、稲継（２０１１b）を参照のこと。
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任期を区切って採用するものである。地方分権の進展に伴い地方行政の高度化・専門化が

進む中、自治体内部では得られにくい高度の専門性を備えた民間の人材を一定期間のみ活

用することが必要な場面が生じてきたため、２００２年にこの制度が創設された。IT、まちづ

くり、広報、医療などの分野における活用事例が多く見られる１６。

�非常勤職員の採用

地方自治法３条３項３号にもとづき、顧問、参与、調査員、嘱託員など特定の知識、経

験等に基づいて随時、自治体の業務に従事するものである。非常勤であるから、その勤務

時間は常勤職員の４分の３を超えない範囲と解されており、専門性を持つ職員が必要な場

合の中でも、常勤の職員を充てるほどの業務量ではない場合に活用される１７。例えば、企業

誘致や危機管理のアドバイザーとして活用する事例などが見られる。

�国や他自治体との人事交流

外部からの人材調達は、民間からだけとは限らない。国や他の自治体に求めるべき専門

人材がいる場合、そのような人材を一定期間派遣してもらうことも行われている。

国からの派遣は、主に副市長や部局長などの幹部級で行われ、中央省庁職員が持つ特定

分野における政策立案能力等を活用することが目的である。法文上に特段の規定はなく、

便宜的に国を一旦退職した者を自治体が割愛採用するという手段を一般に用いる。

他自治体からの派遣は、地方自治法２５２条の１７の規定にもとづく。主に実務レベルで行

われ、例えば、都道府県からの権限移譲時に、当該業務に関する知識・経験を有する職員

を何年か派遣してもらうような場合が挙げられる１８。また、災害時に、土木・建築系をはじ

めとする特定の専門分野の職員が不足する場合にも多く用いられる。最近では東日本大震

災からの復旧・復興業務を担うため、被災自治体に他の自治体から多くの職員が派遣され

たのは記憶に新しいところである１９。

イ 専門性を外部と連携して確保するための手法

（ア）外部専門家の活用

専門性を持つ人材を職員として自治体内部に確保していくことには一定のコストを伴う。

そこで、外部専門家を必要に応じて活用し、その知見を得ることを日常的に行っている。

例えば、有識者を審議会・研究会等の委員としたり、職員研修の講師として招聘したり、

ということが挙げられる２０。

１６ 大谷（２０１６（近刊））、総務省資料「地方公共団体における任期付職員の採用状況等について（平成２６年４月１日時
点）」。
１７ 大谷（２０１６（近刊））。
１８ 例えば、町村合併で市となり、福祉事務所を設置して生活保護業務を新たに担わなければならない場合など。
１９ 稲継（２０１５）、稲継・大谷（２０１５）。
２０ 伊藤（２０１１）。

都市自治体における「行政の専門性」

１２３都市とガバナンスVol．２６

Copyright 2016 The Authors, Copyright 2016 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



（イ）業務のアウトソーシング

専門性を必要とする業務そのものを、その分野に通じた企業、団体等に委託して実施す

ることも頻繁に行われている。業務のアウトソーシング自体は以前から少なからず行われ

ていたが、１９９０年代になってニュー・パブリック・マネジメント（NPM）の考え方ととも

に徐々に広がっていき、２０００年代以降、「官から民へ」の掛け声の下で急速に拡大していっ

た。その背景には、役所の仕事を民間に開放し、民のノウハウを活用することは、公共サー

ビスの質の改善や効率化に貢献すると考えられている。主な手法としては、民間委託、PFI、

指定管理者制度の活用などが挙げられる。

２ 各論編：各行政分野における専門性

（１）児童相談行政２１

ア 専門性が求められる背景

児童相談行政の中核機関として設置されているのが児童相談所である。児童相談所は、

都道府県、政令指定都市には必置であり、２００６年から中核市にも置くことが可能となって

いる２２。その役割は、終戦直後の制度創設当初の戦災浮浪孤児への対処から、非行児、心身

障害児、不登校児への対応へと移り変わり、１９９０年代以降は児童虐待への対応が重要な課

題となっている。

２００４年の児童福祉法改正により、市町村も児童相談行政の一次窓口として明確に位置づ

けられた。その背景には、児童虐待相談件数の急増や育児不安等を背景とする身近な子育

て相談ニーズの増大等により、児童相談所だけでは膨大な相談を受け止めきれなくなった

ことがある。そのため、児童相談所の役割を専門的な知識及び技術を必要とするケースへ

の対応や市町村の後方支援に重点化し、住民に身近な市町村には、虐待の未然防止・早期

発見や軽微なケースにおける継続支援などへの積極的な取組みが求められるようになった

のである２３。

また、この時の改正では、要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、保健所、保

育所、学校、医療機関、警察、民生委員・児童委員などの関係機関による市町村の地域ネッ

トワークについても規定された。市町村は、このネットワークを運営する調整機関の役割

も担うことになった。

２１ 本節における記述は、特に示す場合を除き、日本都市センター編（２０１１b）、特に、藤田（２０１１）、手塚（２０１１）、村
上（２０１１）に基づく。
２２ 児童福祉法１２条及び５９条の４。ただし、２０１５年４月１日現在、中核市で児童相談所を設置しているのは、横須賀
市と金沢市のみである。なお、２０１６年５月に成立した改正児童福祉法では、東京２３区が新たに児童相談所を設置でき
るようになるとともに、国が支援して中核市に児童相談所の設置を促すこととされている。
２３ 市町村の役割の詳細については、厚生労働省の定める「市町村児童家庭相談援助指針」を参照のこと。
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イ 求められる能力

児童相談行政において必要とされる能力を挙げると、次のとおりとなる。まず、相談・

通報を受けた場合、「事実関係を正確に把握し、緊急性の高さを的確に判断する能力」が必

要である。次の段階である初期調査においては、「当該児童に関する情報を、日頃構築した

関係機関等とのネットワークを用いて収集する能力」が求められる。また、現地調査にお

いては、「児童の心身の状況を観察し、把握する能力」や「児童や保護者との信頼関係を築

くことのできる対人コミュニケーション能力」も必要となる。

その後に行われる援助方針の決定に際しては、正確な判断や指導・援助を行うための「心

理学等の専門的知見」が求められる。児童福祉司等による社会診断、児童心理司による心

理診断、医師による医学診断、児童指導員や保育士等による行動診断のほか、理学療法士、

言語聴覚士等による診断が行われることもある。それに基づく援助実施の段階では、「対人

コミュニケーション能力」や、強制的な対応が必要な場合の「法的知識」なども必要とな

ろう。

ウ 専門性確保の方法

報告書では、専門性を支える３つの側面として、�関係機関とのネットワークの構築、

�組織体制の整備、�職員の技量の向上、を挙げている。

�については、自治体内外の関係諸機関と良好なネットワークを構築し、それらの資源

を活用しながら連携して相談援助活動を行うことができるかどうかが、児童相談行政全体

の専門性向上の鍵とされる。例えば、法定の「要保護児童対策地域協議会」の構成員に、

民間の関係団体を多く巻き込むことがネットワーク拡大に有効とされる。

�については、専門職の適切な配置２４が挙げられる。児童相談行政においては、個人の技

量よりはむしろ組織やチームとしての専門性が問われており、できるだけ多くの種類の専

門職を効果的に配置することが専門性の向上に資すると考えられる。また、職員間の協働

を円滑にするような職場環境の整備や、適切な助言を与えられるスーパーバイザーの存在

が、個々の職員あるいはチームとしての専門性向上に有効である。

�について、組織やネットワークが生み出す専門性を支えているものは、個々の職員の

技量である。児童相談行政については、業務の特性上、相手に応じて臨機応変な対応を取

らざるを得ないことが多く、実戦的な知識・経験が重要になるため、OJTの果たすべき役

割が大きくなっている。また、外部の研修への参加も多く、専門的研修を実施する関係団

体の研修を受講させたり、都道府県の児童相談所で実務経験を積んだりすることも行われ

ている。

特に、他の業務分野に比べて特徴的なのは、�のネットワークを活用した専門性の獲得

２４ 児童相談所には、児童福祉司、児童心理司、精神科医、相談員等の多様な専門職を置くことが標準とされている。

都市自治体における「行政の専門性」
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である。外部に存在する知識・経験等を必要な時に相互活用するのは非常に効率的である。

他の業務分野においても、自治体間連携の際に有効な手法の一つとなろう。

エ 課題等

ケースの調査・指導・援助等を行うなど、児童相談行政の中心的役割を果たしている児

童福祉司は、厚生労働大臣が認定する資格であるが、市区町村では児童福祉司の任用資格２５

を満たす職員の割合は低い。また、同じく市町村では専門職員を配置していても非常勤職

員であることが多い。専門性を有する職員を恒久的に確保できるかどうか、この点が課題

の一つといえる。その対応としては、専門職員の新規採用が第一であるが、それが困難な

場合には、保育士や保健師など児童行政に密接な関連を持つ職種から計画的に登用し、児

童福祉司の任用資格取得を支援することも有効であるという。

ネットワークを活用する場合に問題となるのは、人事異動である。せっかくのつながり

を構築してきた職員が異動してしまうと、それを後任者が引き継ぐとはいえ、つながりの

広さ、深さは一歩後退してしまう。とはいえ、人材育成面を考えれば人事異動も必要であ

る。これについては、ネットワークに関与した経験を持つ職員を増やすことで、職員の層

を厚くしていくことが解決策となる可能性があるという。

（２）徴税行政２６

ア 専門性が求められる背景

都市自治体における徴税行政の重要性は、以前にも増して高まっている。地方財政をめ

ぐる状況が厳しい中、税滞納者からの徴収は、収入の安定的確保の視点からはもちろん、

税の公平性という視点からも非常に重要である。特に、地方分権改革の一環で税源移譲が

行われて以降は、大きくなった自主財源を確実に活用するためにも、徴税行政がその役割

を着実に果たすことが期待されている。

しかし、国のような税務専門の職員ではないため専門性の確保が難しく、自治体によっ

て滞納分の徴収率の差が大きいのが実情である。そのため、徴税行政の専門性を確保し、

徴収率の向上を図ることが重要な課題となっている。

イ 求められる能力

徴税行政の主な事務は、�催告、�財産調査・徴収、�差押、�公売・換価、�執行停

止・不納欠損処理、である。

これらの執行には、「地方税制等に関する知識」、「財産調査能力」、「滞納者とのコミュニ

ケーション能力」、「差押等の強制手続や執行停止の適否を見極める能力」が求められる。

２５ 児童福祉法１３条２項を参照のこと。
２６ 本節における記述は、日本都市センター編（２０１２）、特に手塚（２０１２）、村上（２０１２）に基づく。
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また、これらの業務の大半は、文書催告や差押に関する書面作成などの事務的処理である。

つまり、定型的な文書事務を円滑に遂行できる能力も必要とされる。

ウ 専門性確保の方法とその課題

都市自治体では、国のように税務職員が専門職として採用される訳ではない。一般の行

政職員が徴税部門へ配置されるだけである。実際には、税務部門内での異動を繰り返し、

「税務畑」の職員として専門性を蓄積していくような人事運用が行われている自治体も少な

くないが、それはあくまでも公式の制度ではなく運用にすぎない。

したがって、徴税に関する専門的知識・経験を持たない職員をいかにして専門人材に育

てていくかが一つのポイントとなる。多くの自治体では、配属当初に地方税制や滞納処分

制度等に関する研修を受けさせ、その後は実務を遂行する中で先任職員からの指導を受け

て成長していく、という育成プロセスとなっている。

国や都道府県から徴税に通じた職員の派遣を受け入れたり、国や都道府県に職員を派遣

したりすることを通じて専門性を高めることも行われている。また、複数の自治体が共同

で設置した徴税組織に職員を派遣し、都道府県や他の市町村のノウハウを互いに学ばせる

ことも行われている。この場合、派遣職員が持ち込んだ、あるいは、持ち帰ってきた知識・

ノウハウを、組織としてどのように活かすかが課題である。

（３）広報２７

ア 専門性が求められる背景

地方分権の進展に伴い、都市自治体の自立が進んだ。その結果、地域に個性が生まれ、

都市間の競争という現象も見られるようになった。このような中、自治体の円滑な経営と

都市間競争の生き残りを図るため、自治体と市民の信頼構築を図り、都市の魅力を広く発

信する広報の重要性が増している。

時代の変化に伴い、広報のあり方も大きく変化している。昔は広報紙で市政情報を発信

していれば十分であったのが、現在ではインターネットや SNSなど様々な媒体を用いて戦

略的な情報発信を行うことも当たり前となりつつある。そのため、外部から経験者を採用

し、広報専門職に就けることもしばしば見られるようになってきている。

イ 求められる能力

都市広報には、�行政サービス広報、�政策広報、�地域広報、の３つの種別があると

いう。�は行政サービスの的確な活用、提供を行うものであり、�は都市自治体が地域の

課題を提示し、その解決に向けての参画を得ようとするものであり、�は都市内外に向け

２７ 本節における記述は、日本都市センター編（２０１３）、特に河井（２０１３）、河尻（２０１３）に基づく。
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て都市の魅力を訴求しようとするものである。

このような都市広報の業務には、都市広報を戦略的に行うための「戦略発想力」、自治体

全体の作戦参謀として事業課の広報を支援する「業務支援力」、都市広報の効果を的確に評

価し、広報の戦略的な展開をマネジメントしていくための「広報評価力」、の３つが必要と

される。

特に最近は、地域広報の一分野である「シティセールス」に力を注ぐ自治体が増えてい

る。マスメディアへの露出を上げるなどして市の宣伝を積極的に行うものであるが、住民

に行政情報を正確に伝えることを目的とする従来からの行政サービス広報とは、その趣旨

が大きく異なる。シティセールス広報には、「マーケティングの視点をもって情報を売る」

こと、つまり、ターゲットを見定め、ターゲットの興味を引くように情報を加工し、ター

ゲットに届きやすい広報媒体に広報を展開する能力が求められるのである。

ウ 専門性確保の方法とその課題

日本都市センターが２０１２年４月時点における全市区８１０団体の広報担当課長を対象に実

施したアンケート調査（回答４７８市区、回答率５９．０％）の結果によれば、「職員全体におい

て、広報に必要な知識・スキルなどの専門性の育成が不足している」との回答が５割を超

え、「広報担当部署の一般職員において、広報に必要な知識・スキルなどの専門性の育成が

不足している」との回答も３割近くに上った。

そのような認識がありながら、研修や民間専門家を活用して専門性を確保しようとする

取組みはまだ十分になされていない。広報担当部署以外の事業課の職員に対しての研修は、

全体の約３割の市区でしか実施されず、その頻度も年１回が多数を占める。また、広報担

当部署において、民間の広報経験者などを採用している市区は１割にも満たなかった。

広報分野の専門性強化に当たっては、まず、任期付職員制度等を活用し、広報担当部署

のキーパーソンに民間の広報経験者等を配置することが求められよう。次に、そのキーパー

ソンを中心にした OJT等により広報担当部署の職員の専門性を高めていく。さらに、各事

業課の職員の広報分野におけるスキルアップを図るための研修等を行うとともに、広報担

当部署のキーパーソンが事業課の広報活動に積極的に関与できる仕組みを構築することが

必要となろう２８。

（４）生活困窮者自立支援・生活保護２９

ア 専門性が求められる背景

リーマン・ショック以降に急増した生活保護の受給者数・受給世帯数は、近年の雇用環

２８ 日本都市センターの報告書では、専門性強化の具体的な方法にまでは言及していない。そのため、この部分はあく
までも筆者の私見である。
２９ 本節における記述は、日本都市センター編（２０１４）、特に岡部（２０１４）、山口（２０１４）に基づく。
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境の変化や超高齢化社会の到来等の影響を受け、その伸び率はやや鈍化しているものの、

現在に至るまで最高水準で推移している。また、ワーキング・プアや無年金者の存在がク

ローズアップされているように、生活保護受給者のほかにも貧困にあえぐ人々が多数存在

している。

こうした状況を受け、国においては、生活保護受給者や生活困窮者への就労・自立支援

の強化、総合的な相談体制の構築、貧困の連鎖の防止等の対策を講じるようになった。２０１３

年には生活保護法の改正、生活保護基準の見直し、生活困窮者自立支援法の成立、子ども

の貧困対策の推進に関する法律の成立などが相次いで行われた。

しかし、厳しい財政事情を抱える多くの自治体では、深刻な人員不足により思うような

対応ができていない。生活保護行政を担当するケースワーカー（CW）を例に挙げると、１

人の CWが受け持つ生活保護受給世帯数は標準で８０世帯とされているが、実際にはそれを

大きく上回ることが多い。また、CWの多くは一般行政職が充てられており、社会福祉士な

どの資格を持つ者は少なく、その育成もOJTによる職場での教育が中心となりがちである。

イ 求められる専門性とその確保

生活困窮者自立支援・生活保護については、福祉分野のほか、就労支援や教育支援など

様々な分野の専門人材を質量ともに確保することが必要である。しかし、自治体を取り巻

く財政事情の厳しさを考慮すれば、そのような専門人材を数多く確保することは容易では

ない。

そもそも生活困窮・生活保護に陥る原因は、経済的なものだけではなく、身体的・心理

的要因や社会的要因なども大きな影響を及ぼしている。一人が雇用、健康、住宅、教育、

家族関係などの複雑な問題を抱えており、それらに対して総合的・一体的に対応しなけれ

ばならない。そのような対応を一人の職員、一つの行政機関が担うことは困難である。

したがって、質量両面の理由から、福祉事務所を中心とする行政機関が関係機関と連携

を図ることで必要な専門性を確保し、生活困窮者自立支援・生活保護行政を推進すること

が求められる。２０１３年に成立した生活困窮者自立支援法も、また、同年に改正された生活

保護法も、多様な生活課題に多様なサービス供給主体が取り組むことを意図している。低

所得者対策として地域に広くセーフティネットを張り、生活再建や自立を支援するため、

関係機関が連携・協働することが期待されているのである。

福祉事務所が連携・協働を進める具体的な範囲としては、福祉部門の庁内関係各課はも

ちろん、児童相談所、女性相談センター、心身障害者福祉センターなどの相談機関、児童

養護施設や女性保護施設などの保護機関、社会福祉協議会などの関係団体がまず挙げられ

る。さらに、保健・医療、労働、教育、住宅、司法・警察等の福祉分野以外の関係機関や、

民政・児童委員、町内会・自治会、親族、近隣住民をはじめとする地域との連携も考えら

れる。

都市自治体における「行政の専門性」
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（５）地域包括ケアシステム３０

ア 専門性が求められる背景

高齢化が進む我が国においては、医療や介護の需要が大きく膨らんできている。特に、

いわゆる団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年以降は、そういった需要がそれ以前にも増

して増大することが見込まれている。そのため、２０２５年を目途に、住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス

提供体制の構築が推進されている。住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供

されるこのような体制を「地域包括ケアシステム」と呼ぶ。

地域包括ケアシステムは、各地方自治体が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じて作り上げていくこととされている。既に多くの自治体が、医療・介護分野の連

携による在宅医療の推進や、地域社会・関係機関と連携した住民の健康づくりに取り組み、

中には一定の成果が現れているところもある。他方、専門人材や地域資源の不足等により、

対応に苦慮しているところも少なからず見受けられるのもまた現実である。

イ 求められる専門性とその確保

地域包括ケアシステムは、地域によって異なる人口構造、財源、疾病構造、住民意識等

を踏まえ、各自治体が地域の特性に応じて構築する、地域の包括的な支援・サービス支援

体制である。したがって、その構築には、医療・福祉を中心とする様々な分野の関係者の

連携・協働が求められる。

高齢化が進む現代社会においては、保健・医療・福祉の連携・協力が不可欠であり、そ

こで働く医療系専門職、介護系専門職等による多職種連携の推進が必要である。特に介護

支援専門員をはじめとする介護系専門職の資質向上は急務とされる。

そのためには、当該地域の多職種が机を並べ、地域包括ケアシステムの背景、理論、専

門知識・技術を学ぶ「専門職連携研修（IPE）」が有効である。関係する様々な職種の職員

が互いに学び合い、率直に意見を出し合える機会を作ること、そして、それによって関係

者が共通理解を持つことが何より重要なのである。

（６）産業政策３１

ア 専門性が求められる背景

地域の発展を図る上で、産業振興は必要不可欠である。仕事がなければ住民は生活し得

ず、仕事を求めて他の地域へ流出していくことになる。人口減少が続き、衰退傾向にある

地域では概ねこのような状況が観察される。

３０ 本節における記述は、日本都市センター編（２０１５）、特に石山（２０１５）に基づく。
３１ 本節における記述は、日本都市センター編（２０１６）、特に梅村（２０１６a）、同（２０１６b）、須藤（２０１６）に基づく。
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この状況を打破するために展開されているのが、いわゆる「地方創生」である。地方創

生は、「まち・ひと・しごとの創生」と言われるように、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひ

と」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するとともに、その好循環を支える「まち」に

活力を取り戻すことをめざしている。

従来、産業支援は国が中心となって推進してきた。しかし、地域間の格差が拡大してい

る現在、望まれるのは国の主導による一律的な産業政策ではなく、自治体による地域の特

性を踏まえた産業政策である。地方創生においても、各地域における自律的な取組みが求

められている。

しかし、これまで長らく国主導で産業支援を行ってきた結果、自治体は多くの場合にお

いて国の示す政策メニューをそのまま受け入れるか、国の政策を模倣することが一般的で

あった。そのため、自治体には産業政策の策定能力が不足しているとの指摘もなされてお

り、その確保が急務とされている。

イ 求められる専門性とその確保

産業の多様化・高度化・複雑化や、自治体の予算・人員等の削減傾向を踏まえると、自

治体が産業政策を直接的に行うことには限界がある。これからの自治体の役割としては、

産学をはじめとする外部パートナーと連携・協働し、最新の情報や知識を地域に紹介した

り、対話を通して新たな価値を創出したりすることが重要となる。つまり、情報や人脈な

どのネットワークの結節点としての機能を果たすとともに、相互交流を深めるためのコミュ

ニティを形成することが求められているのである。

そのためにはまず、現場を良く知ることが必要不可欠である。さらには、幅広いネット

ワークを持つことも求められる。このような知識・能力は座学だけでは得ることができな

い。同じ目的を持つ職員が一緒になってフィールドワークを重ねながら体得していくべき

ものである。最初は自治体が研修をお膳立てする必要があるが、いずれは参加者が自発的

な学びに向かうような工夫が必要である。受け身の姿勢ではネットワークは広がらない。

自ら積極的に行動できるような職員を育成するとともに、その職員が孤立せずに励まし合っ

て行動できるような人材育成の体制、職場の土壌づくりが重要となろう。

おわりに

総合行政の主体である自治体には、各業務分野における「個別分野の専門性」に加え、

行政のプロとして総合行政を円滑に進めるための「組織管理としての専門性」が求められ

る。より詳細に示すならば、「特定の行政分野において専門知識・能力を有するとともに、

地域ニーズ・課題を把握して対応策を企画立案し、都市自治体全体として効果的・効率的

に実施することを可能にする知識・能力」というのが都市自治体の専門性であった。

このような専門性の確保を図るための手法は多岐にわたる。必ずしもすべての専門性を
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自治体内部に確保する必要はなく、アウトソーシングなどにより外部の専門人材を必要に

応じて活用することもあり得る。また、自治体内部に確保する場合でも、既存職員を研修

や人事異動により育成する方法と、外部から専門人材を新たに採用して活用する方法が考

えられる。

また、児童相談行政、生活困窮者自立支援・生活保護や地域包括ケアシステムのように、

多様な主体による総合的・一体的な取組みが求められる業務においては、個々の職員が専

門性を確保するだけでなく、専門人材同士が連携・協力し、組織として専門性を確保する

ことも求められる。つまり、人材活用の視点に加え、組織体制構築の視点も重要になって

くるのである。

２０１４年の地方自治法改正により、自治体間の広域連携を図るための「連携協約」、都道府

県による市町村の補完を図るための「事務の代替執行」という２つの制度が新たに創設さ

れた。これらは、単独でフルセットの行政を担うことが難しくなりつつある小規模自治体

が、自治体間の連携によって行政サービスの提供体制を整備することを目的としたもので

ある。この体制においては、自治体の事務を連携あるいは代替して処理するに際し、限ら

れた専門人材を複数の自治体で共同活用することも考えられる。

自治体が優秀な専門人材を確保することは決して容易ではない。仮に首尾良く採用でき

たとしても、小さな自治体では異動先もあまりなく、同じポストに長期にわたり配置され

ることで、専門性の陳腐化、モチベーションの低下などが懸念される。現在、自治体間の

異動は、地方自治法２５２条の１７にもとづく職員の派遣によるもの以外はほとんど行われて

いない。複数の自治体が共同で専門人材の人事管理を行えるようになれば、少ない人材を

より効率的・効果的に活用できるはずである３２。今後の動向に注目したい。
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